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土岐市集中改革プラン 実施計画 

実施状況及び計画（平成１９年度報告） 
大区分名：１ 財政・経営の改革 

推進項目：１ 歳入の確保・歳出の抑制 

 実施項目 実施内容 
予想される効果 
（数値目標） 

実施年度 
（Ｈ：平成） 

担当課 H19年度実施計画 H19年度実施状況 H20年度実施計画 

1 

企業誘致

等の推

進・促進 

新規企業の誘致・育成や既

存産業の活性化を推進・促

進し、歳入の増加を図る。 

市税が増加する。定着人口

が増える。 
Ｈ１８～ 

総合政策課、研

究学園都市推進

室、商工観光課

引き続き、企業誘致を推進する。 

土岐プラズマリサーチパーク内

において３社、アクアシルヴァ

においては１社と企業立地協定

を締結した。 
東濃圏域で企業立地促進法に基

づく基本計画が策定され、国の

認定を受け市内２地区を重点地

区として指定された。 

基本計画より引き続き、企業誘

致を推進するとともに、民間の

開発にも積極的に関与する。 

2 

使用料・

手数料等

の見直し 

ごみ収集等手数料の導入、

し尿収集手数料、保育料(幼
稚園含む）、施設使用料等の

見直しを実施する。 

受益者負担の適正化が進

む。 
Ｈ１８～１９ 

関係各課、総務

課、総合政策課

ごみ処理・し尿処理手数料の見

直しについては、関係部署と協

議しながら引き続き市民に理解

を求めていく。 

ごみ処理・し尿処理手数料の見

直しについて検討した。 

ごみ処理・し尿処理手数料の見

直しについて検討する。 

3 
税の徴収

率の向上 

嘱託徴収員を雇用し（現在

２名）、徴収体制の強化を図

るなど、引き続き徴収率の

向上に積極的に取り組む。 

3,000万円／年の徴収増 Ｈ１８～ 税務課 

引き続き嘱託徴収員２名を雇用

し、徴収体制の強化を図る。税

務課職員による一斉臨宅徴収を

夏と年末の年２回実施する。 

嘱託徴収員の活用により約

1,800万円増の年間約6,800万円
を徴収しました。また、職員に

よる一斉臨宅徴収を年２回実施

し約 140万円を徴収した。 
一斉臨宅徴収を実施した日曜日

に納税相談を行った。 

引き続き嘱託徴収員２名を雇用

し、徴収体制の強化を図る。税

務課職員による一斉臨宅徴収を

夏と年末の年２回実施する。 
また、納税相談も実施する。 

4 

市有財産

の売却の

検討 

市有財産のうち貸付地等の

売却を検討する。 

固定資産税等の増収、市有

地管理費用の削減が進む。 
Ｈ１８～ 管財課 

具体的な売却基準・方法等を検

討する。 

貸付地を売却するための基準の

策定に向けて検討した。 
引き続き売却基準・方法等を検

討する。 

5 
経常経費

の圧縮 

経常経費を圧縮し、前年度

水準を下回るようにする。 
 Ｈ１８～ 

関係各課、総務

課 

引き続き、積極的に経常経費の

圧縮に努める。 

平成２０年度予算において、経

常経費は対前年度比０．１％増。 
引き続き、積極的に経常経費の

圧縮に努める。 

6 

枠配分予

算の導入

検討 

財源の効果的な活用を進め

るため、部単位等の枠配分

予算の導入を検討する。 

事務事業のスクラップ＆ビ

ルド促進、職員のコスト意

識の向上、予算の柔軟な運

用が促進される。 

Ｈ２０～ 総務課 引き続き、調査・研究を行う。 枠配分導入による削減効果等を

検証した。 引き続き、調査・研究を行う。 

7 

各種負担

金の見直

し 

市が支払う各種負担金の効

果を検証し、適正化を進め

る。 

事務事業の有効性が検証さ

れ歳出の適正化が進む。 
Ｈ１８～ 

関係各課、総務

課 

縮小に向け検討することになっ

ている負担金について、着実に

検討がされるよう指示・依頼を

行う。 

縮小に向けて検討することとな

っていた負担金について見直し

を実施した。平成２０年度予算

より削減される金額は２１１千

円となる。 

引き続き、負担金の適正化に努

める。 

8 

補助金等

の整理合

理化 

補助基準を設け、補助金の

見直しを実施する。 

補助金のスクラップ＆ビル

ドが進み、効果的な補助、

歳出の適正化が進む。 

Ｈ１８～ 
関係各課、総務

課 

引き続き、補助金の適正化に努

める。 
  



 実施項目 実施内容 
予想される効果 
（数値目標） 

実施年度 
（Ｈ：平成） 

担当課 H19年度実施計画 H19年度実施状況 H20年度実施計画 

9 

公共工事

のコスト

縮減 

公共工事について、積極的

にコスト縮減を進める。 
 Ｈ１８～ 関係各課 

学校修繕、改築工事について、

積算単価の精査、工法の工夫等

により工事費用の縮減に務めて

いく。（庶務課） 
公共下水道のマンホールポンプ

や伏せ越し室等の不効率施設を

見直す。(下水） 
斎苑駐車場増設工事について

は、平成１９年度着工に向け、

コスト縮減を検討する。(環境課） 

使用製品の品質向上に伴い、汚

水管土被りの高さ、マンホール

の口径、マンホールの設置間隔

について基準の見直しを行っ

た。（下水道課） 
建設発生土の再利用によりコス

トを縮減した。（土木課） 

引き続き、積算単価の精査、工

法の工夫等により工事費用の縮

減に務めていく。 
 

10 
前納報奨

金の廃止 

市民税・固定資産税につい

て、前納報奨金の支給率引

き下げを実施してきたが、

引き続き、１９年度からの

廃止に向け検討を進める。 

1,300万円/年の歳出減 Ｈ１８ 税務課     

11 

公共施設

の再編・

廃止の検

討 

指定管理者制度の導入検

討、行政評価制度等を通し

て、それぞれの公共施設の

役割を見直し、再編・廃止

等の検討を進める。 

効果的・効率的な財源活用

が進む。 
Ｈ１８～１９ 

関係各課、総合

政策課、総務課

勤労青少年ホームと働く婦人の

家の用途の見直しを含め、今後

の活用を検討する。 
産業福祉会館は６月末を目処に

現入居組合へは退去の依頼済で

あり、退去後はＨ19年予算で解
体・条例廃止の予定。 

産業福祉会館は取壊しの予算を

計上したが平成19年度での取り
壊しはできなかった。 

引き続き、公共施設の役割を見

直し、再編・廃止等の検討を進

める。 
産業福祉会館は入居者との調整

を行い取り壊す。 

 

大区分名：１ 財政・経営の改革 

推進項目：２ 公正の確保と透明性の向上 

 実施項目 実施内容 
予想される効果 
（数値目標） 

実施年度 
（Ｈ：平成） 

担当課 H19年度実施計画 H19年度実施状況 H20年度実施計画 

1 

パブリック

コメント制

度の導入

検討 

市民意見を積極的に反映さ

せるとともに、透明で開か

れた市政をめざしパブリッ

クコメント制度の導入を検

討する。 

意思決定過程の透明性が高

まり、まちづくりへ市民が

参画しやすい環境が整う。 

Ｈ１８～１９ 総合政策課 
引き続き、制度化に向けて検討す

る。 

制度導入における効果及び課題に

ついて検討を行った。 
引き続き、制度導入に向けて検討

する。 

2 

審議会等

への市民

参加の推

進 

公募も含め市が設置する審

議会等への市民参加を推進

する。 

市民意見の反映とまちづく

りへの市民参画がしやすい

環境が整う。 
21 年度目標＝委員を公募
している委員会比率 10％
以上 

Ｈ１８～ 関係各課 
引き続き、公募による委員の参加

を推進する。 

審議会等委員の任期満了に伴い、

委員構成の見直しを行った。 
公募している委員会比率は、８．

３％ 

引き続き、審議会等を構成する委

員の見直しを行うとともに、公募

による委員の参加を推進する。 



 実施項目 実施内容 
予想される効果 
（数値目標） 

実施年度 
（Ｈ：平成） 

担当課 H19年度実施計画 H19年度実施状況 H20年度実施計画 

3 

審議会等

の会議の

活性化・

透明性の

確保 

審議会の公開、会議録の公

表等を推進する。 

市民参加を促進し、情報共

有がしやすい環境が整う。 
Ｈ１８～ 関係各課 

引き続き、条例規則の審議会等の

公開、会議録の公表を推進する。

新たに会議録の公表を行った審議

会は無し。 
会議の公開について検討を行っ

た。 

引き続き、条例規則の審議会等の

公開、会議録の公表を推進する。 

4 

女性委員

の積極的

な選任 

審議会等の委員について、

女性の積極的な登用を推進

する。 

20 年度目標＝審議会等の
女性比率 20％以上 Ｈ１８～ 関係各課 

引き続き、女性の積極的な登用を

推進する。 

審議会等への女性委員の登用率 
１３．３％ 

引き続き、女性の積極的な登用を

推進する。 

5 

公共工事

の入札・

契約の適

正化 

公共工事の入札・契約に対

する住民の信頼を確保する

ため、情報公開をはじめさ

らなる適正化の取組みを進

める。 

 Ｈ１８～ 総務課 

電子入札の本格実施とともに、一

般競争入札及び総合評価落札方式

の実施に向け、調査、研究を行う。

工事・コンサルタント業務につい

てほぼ全ての案件を電子入札シス

テムで行った。 
総合評価落札方式について１件試

行した。 

総合評価落札方式の実施に向け再

度試行を実施する。 
一般競争入札の実施に向け研究を

行う。 

 

大区分名：２ 行政サービスの改革 

推進項目：１ 民間委託等の推進 

 実施項目 実施内容 
予想される効果 
（数値目標） 

実施年度 
（Ｈ：平成） 

担当課 H19年度実施計画 H19年度実施状況 H20年度実施計画 

1 

民間委託

等の指針

の策定 

民間委託等の指針を策定

し、全事務事業について、

民間委託等の可能性を検証

する。 

民間ノウハウ活用により公

共サービスの向上と効率化

が進む。 

Ｈ１８～１９ 
総合政策課、総

務課、関係各課

先進都市の事例を参考に、土岐市

における効果を研究する。 

「事務事業の民間委託等に関す

る指針」の作成を検討した。 
先進都市の事例を参考に、土岐市

における効果を研究する。 

2 

市場化テ

ストの研

究 

民間機関との比較・競争に

耐えうる自治体とするた

め、市場化テストの研究を

進める。 

民間との競争により公共サ

ービスの質の向上と効率化

が進む。 

Ｈ１８ 
総合政策課、総

務課 

先進都市の事例を参考に、土岐市

における効果を研究する。 

市場化テスト導入による効果及

び課題を研究した。 

先進都市の事例を参考に、土岐市

における効果を研究する。 

 
大区分名：２ 行政サービスの改革 

推進項目：２ 指定管理者制度の活用 

 実施項目 実施内容 
予想される効果 
（数値目標） 

実施年度 
（Ｈ：平成） 

担当課 H19年度実施計画 H19年度実施状況 H20年度実施計画 

1 

基本方針

に従った

運用の推

進 

平成１７年２月に策定した

「公の施設の指定管理者制

度運用の基本方針」に従い

制度の運用を進める。 

施設の効用が最大限発揮さ

れ、管理経費の節減、地域

経済の活性化等が進む。 

Ｈ１８～２０ 関係各課 

既に指定管理者制度を導入して

いる施設の効果等を検証し、各施

設の方向性を検討する。 

指定管理者制度を導入している

施設の効果等の検証を行った。 

指定管理者制度の導入により効

果が得られる施設について導入

をする。 

2 

重点施設

の早急検

討 

基本方針に従い、その業務

の大部分を委託している施

設については、早急に指定

管理者制度への移行を検討

する。 

施設の効用が最大限発揮さ

れ、管理経費の節減、地域

経済の活性化等が進む。 

Ｈ１８～１９ 関係各課 

重点施設の方向性を明確にし、指

定管理者制度を導入する施設を

選考する。 

セラトピア土岐及びどんぶり会

館を導入対象施設として選考し

た。 

セラトピア土岐及びどんぶり会

館に指定管理者制度を導入する

とともに、再度、指定管理者制度

を導入する施設を選考する。 



 実施項目 実施内容 
予想される効果 
（数値目標） 

実施年度 
（Ｈ：平成） 

担当課 H19年度実施計画 H19年度実施状況 H20年度実施計画 

3 
基本方針

の見直し 

平成１７年２月に策定した

「公の施設の指定管理者制

度運用の基本方針」を２０

年度末までに見直す。 

指定管理者制度の検証が進

み、市の状況に適した制度

の運用が進む。 

Ｈ１９～２０ 
総合政策課、関

係各課 

制度運用の基本方針の見直しを

行う。 

基本方針の条項を見直し、改訂を

行った。 
市の状況に適した制度になるよ

う、引き続き検証する。 

 
大区分名：２ 行政サービスの改革 

推進項目：３ ＰＦＩ手法の適切な活用 

 実施項目 実施内容 
予想される効果 
（数値目標） 

実施年度 
（Ｈ：平成） 

担当課 H19年度実施計画 H19年度実施状況 H20年度実施計画 

1 

ＰＦＩ手法

の導入検

討 

事務事業（施設）に応じて

適切にＰＦＩ手法の導入を

検討する。 

公共施設の効果的・効率的

な建設・運営が進む。 
Ｈ１８～ 

関係各課、総合

政策課 

引き続き、手法・実例等を研究す

る。 
手法・実例等を研究した。 引き続き、手法・実例等を研究す

る。 

 
大区分名：２ 行政サービスの改革 

推進項目：４ 事務事業の見直し 

 実施項目 実施内容 
予想される効果 
（数値目標） 

実施年度 
（Ｈ：平成） 

担当課 H19年度実施計画 H19年度実施状況 H20年度実施計画 

1 

行政評価

（事務事

業評価）

の実施 

平成１６年度から導入して

いる行政評価制度(事務事
業評価）を充実させ、事務

事業の改善を進める。 

評価表作成により、総合計

画の進行状況が確認・改善

され、市民からも確認しや

すくなる。 

Ｈ１８～ 
関係各課、総合

政策課 

引き続き、様式の一部改良をしな

がら継続する。 

全事務事業に対し事務事業評価

を実施した。 
評価表様式を一部改良しながら

継続して実施する。 

2 

行政評価

（施策評

価）の実

施 

施策評価制度を導入するこ

とにより、事務事業の優先

順位づけを行い、廃止等も

含めより効果的に事務事業

を推進する。 

評価表作成により、総合計

画の進行状況が確認・改善

され、市民からも確認しや

すくなる。 

Ｈ１８～ 
関係各課、総合

政策課 

実施計画策定における資料とし

て活用する等、引き続き施策評価

の研究をしていく。 

実施計画の資料として施策評価

を行った。 
制度化については引き続き研究

を行う。 

 
大区分名：２ 行政サービスの改革 

推進項目：５ 電子自治体の推進 

 実施項目 実施内容 
予想される効果 
（数値目標） 

実施年度 
（Ｈ：平成） 

担当課 H19年度実施計画 H19年度実施状況 H20年度実施計画 

1 

行政手続

きのオン

ライン化

の推進 

公共工事入札の透明性・客

観性・競争性を向上させる

ため、電子入札システムを

平成 18年度から運用する。 
市のホームページから取り

出すことのできる申請書等

の拡充を図る。 

市民の利便性の向上と行政

運営の簡素・効率化が進む。 
Ｈ１８ 総合政策課 

引き続き、新たなニーズに対応し

ていく。 
  

2 

共同アウ

トソーシン

グの推進 

システムの更新の時期にあ

わせ共同アウトソーシング

されたシステムの導入を検

討する。 

システム運用コストが削減

される。 
Ｈ１８～ 総合政策課 

今後のシステム更新をする際、検

討する。 
新システムの導入無し 

今後のシステム更新を行う際、検

討する。 



 実施項目 実施内容 
予想される効果 
（数値目標） 

実施年度 
（Ｈ：平成） 

担当課 H19年度実施計画 H19年度実施状況 H20年度実施計画 

3 

情報セキ

ュリティの

確保 

個人情報や行政情報の保

護・管理を行う対策を強化

し、情報セキュリティの向

上を図る。 

情報セキュリティ水準の向

上により、ＩＴへの信頼度

が高まり IT 化が促進され
る。 

Ｈ１８～ 総合政策課 
引き続き、研修・セキュリティチ

ェックを実施する。 

情報セキュリティ管理者研修を

実施した。 
職員を対象としたセキュリティ

チェックを実施した。 
セキュリティ内部監査を実施し

た。 

引き続き、研修・セキュリティチ

ェック・内部監査を実施するとと

もに、セキュリティポリシーの見

直しを行う。 

4 

情報リテ

ラシーの

向上 

市民の情報リテラシーを向

上させるため、講習会等を

開催する。 

IT 利用者層が拡大するこ
とにより、IT化が促進され
る。 

Ｈ１８～ 総合政策課 引き続き、講習会を実施する。 

市民を対象に講習会を年間４５

回開催した。 
インターネットセキュリティ講

座を４回開催した。 

受講者のニーズを把握し、引き続

き講習会を開催する。 

5 

内部管理

業務の電

子化の推

進 

行政運営の簡素化を図るた

め、文書管理システム及び

電子決裁システムの導入を

検討する。 

行政事務の効率化が進む。 Ｈ１８～ 
総合政策課、総

務課 
引き続き、検討。 

現在のところ費用対効果が認め

られない。 
引き続き、検討。 

 
大区分名：２ 行政サービスの改革 

推進項目：６ 地域協働の推進 

 実施項目 実施内容 
予想される効果 
（数値目標） 

実施年度 
（Ｈ：平成） 

担当課 H19年度実施計画 H19年度実施状況 H20年度実施計画 

1 

協働まち

づくりの指

針策定 

第五次土岐市総合計画に従

い、市民との意見交換によ

り協働まちづくりの指針を

策定する。 

市民が積極的にまちづくり

に参画するための環境づく

りが進む。 
Ｈ１８～１９ 総合政策課、関

係各課 

協働まちづくりに対する職員の

意識向上を図るための組織づく

りを進める。 
指針策定に向けた情報収集中。 

協働まちづくりに対する職員の

意識向上を図るための組織づく

りを進める。 

2 

ＮＰＯ、ボ

ランティア

団体のネ

ットワーク

づくり 

ＮＰＯ、ボランティア団体

のネットワークづくりを進

め、情報交換、意見交換を

推進する。 

市民が積極的にまちづくり

に参画するための環境づく

りが進む。 
Ｈ１８～ 総合政策課、関

係各課 

収集した情報をホームページ等

で発信し、各団体との情報交換、

意見交換等を行う。 

NPO、ボランティア団体の登録等
の情報収集をし、その情報をホー

ムページに掲載した。 

収集した情報をホームページ等

で発信し、各団体との情報交換、

意見交換等を行う。 

3 

コミュニテ

ィビジネス

の研究 

地域産業の振興やコミュニ

ティの再生など地域の活性

化を図るため、コミュニテ

ィビジネスの研究を進め

る。 

地域の人材（団塊世代等）

の活用による、まちづくり、

地域の活性化が進む。 
Ｈ１８～ 商工観光課、総

合政策課 
引き続き、地域における効果を研

究する。 
県制度の活用を検討し、地域にお

ける効果を研究中。 
引き続き、地域における効果を研

究する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



大区分名：３ 行政組織・職員・給与の改革 

推進項目：１ ニーズに対応した組織づくり 

 実施項目 実施内容 
予想される効果 
（数値目標） 

実施年度 
（Ｈ：平成） 

担当課 H19年度実施計画 H19年度実施状況 H20年度実施計画 

1 

迅速で柔

軟な対応

ができる

組織づくり 

限られた職員で多様化・複

雑化するニーズに対応する

ため、組織のフラット化な

どにより、迅速な意思決定

や事務処理、柔軟な行政運

営ができる組織づくりを進

める。 

意思決定のｽﾋﾟｰﾄﾞｱｯﾌﾟ、組

織の活性化が進む。 
Ｈ１８～ 総合政策課 

平成２０年度に向けて機構改革

を検討する。 

平成２０年４月より企画部と総

務部を統合した。 
平成２１年度に向けて機構改革

を検討する。 

2 

市民にわ

かりやす

い組織づ

くり 

市民にとって課等の名称や

事務所管がわかりやすい組

織づくりを進める。 

 Ｈ１８～ 総合政策課 
平成２０年度に向けて機構改革

と並行し検討する。 

平成２０年４月より、企業立地推

進室を新たに設置する。 
美濃焼振興室をセラテクノ土岐

に移す。 

平成２１年度に向けて機構改革

と併せて検討する。 

 
大区分名：３ 行政組織・職員・給与の改革 

推進項目：２ 定員管理及び給与の適正化  

 実施項目 実施内容 
予想される効果 
（数値目標） 

実施年度 
（Ｈ：平成） 

担当課 H19年度実施計画 H19年度実施状況 H20年度実施計画 

1 

定員適正

化計画の

推進 

平成２２年４月１日を期限

とする定員管理適正化計画

を推進する。 
※具体的内容は平成 18 年
3 月策定の「土岐市職員定
員適正化計画（第３次）」を

参照 

21年度（平成 22年４月 1
日）目標＝総職員を 28 人
削減する。 
実施による財政的効果は約

1億 9,600万円 

Ｈ１８～ 
総合政策課、秘

書広報課 

退職者不補充等により引き続き

定員の削減に努める。 

平成２０年４月１日定数内職員

数を１３人削減した。 
平成１９年度までに１７人の削

減を行った。 

退職者不補充等により引き続き

定員の削減に努める。 

2 
手当の見

直し 

管理職手当の定額化・特殊

勤務手当の縮小・廃止等検

討を行う。 

 Ｈ１８ 秘書広報課 
管理職手当の定額化について検

討する。 

平成１９年４月１日から特殊勤

務手当を一部廃止・一部減額した

ほか、支給方法の見直しを行っ

た。 
管理職手当の定額化について、検

討を行い、平成２０年３月議会に

上程した。 

管理職手当の定額化を実施予定。 

3 

福利厚生

事業の見

直し 

福利厚生事業については縮

小の方向で見直し、実施内

容については毎年度公表す

る。 

 Ｈ１８～ 秘書広報課 
実施内容の公表について引き続

き実施する。 

人事行政の運営等の公表の一環

として実施内容を公表した。 
次年度予算要求額について、２０

万円を減額した。 

実施内容の公表について引き続

き実施する。 

4 

定員・給

与等の状

況の公表 

人事行政（定員・給料・手

当・分限懲戒等）の運営状

況を年 1 回定期に公表す
る。 

行政の透明性を高め、定

員・給与の適正化が進む。 
Ｈ１８～ 秘書広報課 引き続き、実施する。 

毎年４月１日現在の状況につい

て告示をするとともに、広報紙及

びホームページで公表した。 
引き続き、実施する。 

 
 



大区分名：３ 行政組織・職員・給与の改革 

推進項目：３ 人材の育成 

 実施項目 実施内容 
予想される効果 
（数値目標） 

実施年度 
（Ｈ：平成） 

担当課 H19年度実施計画 H19年度実施状況 H20年度実施計画 

1 

人材育成

基本方針

の推進 

「人材育成基本方針」に従

い、総合的・計画的に人材

育成を推進する。 

職員個人の能力向上と適所

配置により、事務の効率化

が進む。 

Ｈ１８～ 秘書広報課 引き続き、実施する。 

管理職向けの新たな研修科目と

して「コンプライアンス研修」を

実施した。 

研修科目の充実について引き続

き検討するほか、研修実施の広域

化を進める。 

2 

女性の積

極的な登

用 

管理職をはじめ課長補佐・

係長等に女性を積極的に登

用する。 

性別役割分担による事務の

不効率の解消が進む。行政

の積極的推進により地域の

男女共同参画が推進され

る。 

Ｈ１８～ 秘書広報課 引き続き、実施する。 

一般行政部門において、女性管理

職１人、係長級６人を新たに登用

した。 
引き続き女性の登用に努める。 

3 

人事評価

制度の再

構築 

公平・公正な人事評価制度

を構築する。 

透明性の確保、職員能力の

適正評価による意欲向上と

適所配置による事務の効率

化が進む。 

Ｈ２１ 秘書広報課 制度設計に向けた調査をする。 

制度設計に向け情報収集を行い、

平成２０年度に制度設計費用を

要求した。 
人事評価制度の設計を行う。 

4 

窓口アン

ケートの

実施 

市民ニーズを的確に把握す

るため窓口アンケートを実

施し、窓口サービスの向上

を進める。 

職員の窓口対応の向上、事

務の改善・効率化が進む。 
Ｈ１８～ 

関係各課、秘書

広報課 

引き続き、窓口アンケート実施に

向けて進める。 

窓口サービス向上のため、クレー

ム対応研修を実施した。 
引き続き、窓口アンケート実施に

向けて進める。 

 
大区分名：４ 公営企業・第三セクターの改革 

推進項目：１ 地方公営企業の経営健全化 ①病院事業 

 実施項目 実施内容 
予想される効果 
（数値目標） 

実施年度 
（Ｈ：平成） 

担当課 H19年度実施計画 H19年度実施状況 H20年度実施計画 

1 
病診連携

の強化 

病院間、病院･診療所間の連

携を強化し紹介率の向上を

目指す。 

平成 21 年度目標＝紹介率
35％ Ｈ１８～ 総合病院 

将来的に地域医療支援病院とな

るため、紹介率３５％以上、逆紹

介率４０％以上を目指す。 

平成１９年度の紹介率は平均３

３．１５％、逆紹介率は２３．４％ 

地域における連携を強化するた

め引き続き紹介率の向上を目指

す。 

2 
収益構造

の強化 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ等患者ニーズの

高いものに人員を重点的に

配置したり既存人員の効率

的配置により、収益の向上

を目指す。 

2,000万円/年の収益増 Ｈ２０～ 総合病院 

前年度に引き続きリハビリテー

ション部門に職員を重点配置し

収益の向上を目指す。 

急性期患者リハビリテーション

等患者ニーズの高い部門に人員

を配置し行っているが、診療報酬

改正により収益の向上は困難。 

引き続き、患者ニーズの高い部門

に職員を重点配置し、収益の向上

を目指す。 

3 

薬品・診

療材料の

見直し 

薬品・診療材料の現状を調

査し、適正数の把握、品質

等の検証を行うと伴に、納

入価格の徹底的な見直しを

行う。 

薬価・告示価対比平均 95％
以下を維持 

Ｈ１８～ 総合病院 

前年度に引き続き委員会を中心

として、薬品・診療材料の見直し

を行う。 

納入価格を交渉した。 
薬価・告示価対比平均 95％以下は
維持している。 

前年度に引き続き委員会を中心

として、薬品・診療材料の見直し

を行う。 

4 
委託業務

の見直し 

委託内容、委託範囲、費用

対効果の再考察を行う。 
2,000万円/年の削減 Ｈ１９ 総合病院 

委託内容、委託範囲の変更点につ

いて検証すると伴に、引き続き再

考察を実施する。 

建物管理業務委託、医事業務委

託、給食業務委託等の業務内容を

見直し、約 1,400万円削減した。 
引き続き再考察を実施する。 



 実施項目 実施内容 
予想される効果 
（数値目標） 

実施年度 
（Ｈ：平成） 

担当課 H19年度実施計画 H19年度実施状況 H20年度実施計画 

5 
勤務環境

の整備 

院内託児所の開所時間の延

長、利用条件の緩和等によ

り看護師の人員確保を目指

す。 

良質な人材の確保により、

医療環境の充実する。 
Ｈ１８ 総合病院 

院内託児所の改革について検証

すると伴に、職員ニーズの把握と

勤務環境の整備に努める。 

  

6 

医事課職

員の専門

職化 

医事課職員を専門職化し、

事務の組織強化を図ること

により、病診連携の強化、

医療相談の充実、診療報酬

の適正化を目指す。 

21 年度目標＝医事課専門
職化率 70％ Ｈ１８～ 総合病院 

前年度に引き続き医事課職員の

専門職化を図る。 

医療専門職員の募集を行ったが、

採用は０人。 
専門化率４４．４％ 

引き続き医事課職員の専門職化

を図る。 

 
大区分名：４ 公営企業・第三セクターの改革 

推進項目：２ 地方公営企業の経営健全化 ①水道事業 

 実施項目 実施内容 
予想される効果 
（数値目標） 

実施年度 
（Ｈ：平成） 

担当課 H19年度実施計画 H19年度実施状況 H20年度実施計画 

1 

代替可能

業務の嘱

託化 

業務係１名と庶務係１名の

正規職員を嘱託職員化す

る。 

1,000万円/年の経費削減 Ｈ１９～２０ 水道課 
業務係１名と庶務係１名の正規

職員を嘱託職員化する。 

庶務係１名を削減し、嘱託職員で

対応した。 業務係１名を削減する。 

2 
収益構造

の強化 

水道水利用の低い地区での

水道水の利用を PRし、収
益増を図る。 

350万円/年の収益増 H１８～ 水道課 
水道水利用の低い地区での水道

水の利用を PRし、収益増を図る。

曽木町の全戸を対象に戸別訪問

をし、水道水利用の呼びかけを行

ったが、効果は得られなかった。 
平成19年12月曽木町における水
道料金は前年の同時期に対して

約 500万円の減となった。 

引き続き、水道水利用の低い地区

での水道水の利用を PRし、収益
増を図る。 

3 
受水費の

削減 

夏季における集中的な水道

水の利用を控えてもらうよ

う大規模事業所に依頼し、

受水費の基本料金部分の減

少を目指す。 

500万円/年の受水費削減 H１８～ 水道課 
引き続き、大規模事業所に対し働

きかけを行う。 

核融合科学研究所への働きかけ

を行い、8月の使用量が前年と比
較して3,000立方メートル減少し
た。 
受水費 約 80 万円の削減となっ
た。 

引き続き、大規模事業所に対し働

きかけを行う。 

4 
料金徴収

率の強化 
料金徴収率の向上を図る。 600万円/年の徴収増 H１８～ 水道課 

引き続き,料金徴収率の向上を図
る。 

滞納整理業務を業者に委託した。 
前年比６０２万円（１２月末）の

徴収増 

業者による滞納整理業務を行う

とともに、引き続き料金徴収率の

向上を図る。 
 
大区分名：４ 公営企業・第三セクターの改革 

推進項目：３ 地方公営企業の経営健全化 ①下水道事業 

 実施項目 実施内容 
予想される効果 
（数値目標） 

実施年度 
（Ｈ：平成） 

担当課 H19年度実施計画 H19年度実施状況 H20年度実施計画 

1 
下水道料

金の改定 

資本費に対する割合が低い

ので料金の値上げ等を検討

する。 

21 年度目標＝資本費に対
する割合 30％以上（平成
16年度＝25.6％）     

Ｈ１８～ 下水道課 

引き続き、歳出の徹底した見直し

を行い資本費に対する割合を高

める。下水道料金の改定について

は今後も検討する。 

歳出の見直しを行い資本費に対

する割合を高めた。 
 平成１８年度で３０．８％ 
下水道料金の改定について検討

を行った。 

引き続き、歳出の徹底した見直し

を行い資本費に対する割合を高

める。下水道料金の改定について

は今後も検討する。 



 実施項目 実施内容 
予想される効果 
（数値目標） 

実施年度 
（Ｈ：平成） 

担当課 H19年度実施計画 H19年度実施状況 H20年度実施計画 

2 
水洗化促

進の強化 

現在の水洗化率は７７％程

度であり、効率的な投資と

なるように水洗化率の向上

を促進する。 

21 年度目標＝水洗化率
80％以上 （平成 17 年 4
月現在＝77.6％） 

Ｈ１８～ 下水道課 

引き続き、水洗化普及員による接

続斡旋、広報によるＰＲ、供用開

始後３年目で未接続の方へ通知

等積極的に取り組んでいく。 

水洗化普及員による接続斡旋、広

報によるＰＲ、供用開始後３年目

で未接続の方へ通知等積極的に

取り組んだ。 
 平成２０年３月末現在で 
７８．２％ 

引き続き、水洗化普及員による接

続斡旋、広報によるＰＲ、供用開

始後３年目で未接続の方へ通知

等積極的に取り組んでいく。 

 
大区分名：４ 公営企業・第三セクターの改革 

推進項目：４ 第三セクターの見直し 

 実施項目 実施内容 
予想される効果 
（数値目標） 

実施年度 
（Ｈ：平成） 

担当課 H19年度実施計画 H19年度実施状況 H20年度実施計画 

1 
土地開発

公社 

長期保有土地の処分及び活

用等を進めるとともに、将

来的な方向性も検討してい

く。 

市街地活性化及びインフラ

の充実、企業立地による雇

用創出及び税収増 
21 年度目標＝保有土地の
総額を市標準財政規模の

0.1以下とする） 

Ｈ１８～ 土地開発公社 
引き続き、長期保有土地の処分に

ついて検討する。 

長期保有土地の処分について検

討。 

引き続き、長期保有土地の処分に

ついて検討する。 

2 
施設管理

公社 

市が全額出資している財団

法人。業務内容全般を見直

し効率的で効果的な事業実

施を進めるとともに、指定

管理者制度の活用や市の直

営化等も検討する。 

公共施設サービスの効果

的・効率的提供が進む。行

政活動の透明性が高まる。 

Ｈ１８～１９ 
関係各課、総合

政策課、総務課
引き続き、検討する。   

3 

埋蔵文化

財センタ

ー 

市が全額出資している財団

法人。埋蔵文化財センター

職員と文化会館を管理する

施設管理公社職員の職務を

見直し、効率的職員配置を

図ることで人件費の削減を

進める。 

公共サービスの効果的・効

率的提供が進む。行政活動

の透明性が高まる。 

Ｈ１８～１９ 文化振興課 
引き続き、職務の見直し、効率的

な配置を検討する。 

文化会館と美濃陶磁歴史館の職務

を見直し、平成２０年度から両施

設を埋蔵文化財センターで一括管

理する。 

 

 


